


電気通信事業法第33条第２項及び第７項に基づく第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

旧 新 
 

目次 

第３章 協定の締結手続等 

 第６節の２ 当社の光回線設備との接続に関する手続き 

 

第 34 条の 10 支障移転等を行う場合の取扱い 

第 34 条の 11 既に設置された当社の光屋内配線に係る精算 

 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次表の左欄の用語はそれぞれ右欄の意味で使用します。 

用  語 意  味 

1～106 （略） 

107  消費税相当額 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目次 

第３章 協定の締結手続等 

 第６節の２ 当社の光回線設備との接続に関する手続き 

第 34 条の 10 光信号端末回線のテープ分散に係る確認調査及び接続の申込み 

第 34 条の 11 支障移転等を行う場合の取扱い 

第 34 条の 12 既に設置された当社の光屋内配線に係る精算 

 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次表の左欄の用語はそれぞれ右欄の意味で使用します。 

用  語 意  味 

1～106 （略） 

107 テープ ４芯又は８芯単位で光ファイバを並列に配置し一体化したもの 

108 消費税相当額 （略） 

 

 

（光信号端末回線のテープ分散に係る確認調査及び接続の申込み） 

第 34 条の 10 協定事業者は、同一の光配線盤に終端し現に利用している２の光信号端末回線（光局外ス

プリッタを含まないものに限ります。以下この条及び次条において同じとします。）について、別表３

（様式）様式第７－６のテープ分散状況調査申込書により、これらの光信号端末回線がテープ分散（２

の光信号端末回線を異なるテープに分散して収容している状態をいいます。以下同じとします。）され

ているか否かの調査の申込みを行うことができます。当社は、テープ分散状況調査申込書に必要事項が

記載されていることを確認した時をもって申込みの受け付けとし、別表３様式第７－７のテープ分散状

況調査回答書により回答します。 

２ 接続申込者は、第 10 条の２（事前照会）第１項の規定により同条第２項第８号に規定する情報の提

供を請求する際に、次の各号に規定する調査のいずれかを併せて申込むことができます。 

(1) 事前照会申込みにより指定する光配線盤に終端する１の光信号端末回線について、その光配線盤

に終端し現に利用している１の光信号端末回線とのテープ分散による接続の可否 

(2) 事前照会申込みにより指定する同一の光配線盤に終端する２の光信号端末回線のテープ分散によ

る接続の可否 

３ 接続申込者は、第 34 条の４（光信号端末回線又は光信号局内伝送路の接続申込み）の規定により、

光信号端末回線との接続の申込みを行う際に、テープ分散による接続を要望することができます。この

場合において接続申込者は、次の各号に規定する調査のいずれかを併せて申込むものとします。 

(1) 接続申込みにより指定する光配線盤に終端する１の光信号端末回線について、その光配線盤に終

端し現に利用している１の光信号端末回線とのテープ分散による接続の可否 

(2) 接続申込みにより指定する同一の光配線盤に終端する２の光信号端末回線のテープ分散による接

続の可否 

４ 接続申込者は、前項に規定する接続の申込みを行う際には、次の各号のいずれかをあらかじめ選択す

るものとします。 

 (1) テープ分散による光信号端末回線との接続が不可であっても、テープ分散によらない接続を要望

する。 

 (2) テープ分散による光信号端末回線との接続が不可である場合には、接続を要望しない。 

５ 接続申込者が第３項に規定する接続の申込みを行う際に、前項第２号を選択した場合であって、テー



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（支障移転等を行う場合の取扱い） 

第 34 条の 10 前２条に規定する調査結果は調査を実施した時点での情報となります。したがって、調査

実施後の支障移転等により一般光信号中継回線の敷設状況が変動し、第 34 条の８（一般光信号中継回線

の異経路構成等に係る確認調査）の規定に基づき確認された一般光信号中継回線の異経路構成等が維持で

きないことがあり、また、前条第３項の規定に基づく一般光信号中継回線の提供に係る手続きを行った場

合であっても、異経路構成等により一般光信号中継回線を提供できない場合があります。なお、当社は、

前２条の規定に基づき調査を行った一般光信号中継回線のうち現に接続しているものについて支障移転

等を行う場合には、その調査を請求した接続申込者に対してあらかじめ支障移転等に係る情報を通知する

ものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（既に設置された当社の光屋内配線に係る精算） 

第 34 条の 11 （略） 

 

  

 

 

 

 

 

プ分散による接続が不可であるときは、第 34 条の４第２項の規定にかかわらず、当社は接続申込者が要

望する光信号端末回線との接続ができない旨を回答します。 

６ 協定事業者は、当社に対し、第１項に規定するテープ分散状況に係る調査と併せて第２項に規定する

テープ分散による接続可否の調査の申込みを行うことができます。この場合において、当社は、第１項

に規定する調査の結果、テープ分散されていないときに限り、第２項に規定する申込みを受け付けたも

のとして扱います。 

７ 協定事業者は、当社に対し、第１項に規定するテープ分散状況に係る調査と併せて第３項に規定する

テープ分散による接続の申込みを行うことができます。この場合において、当社は、第１項に規定する

調査の結果、テープ分散されていないときに限り、第３項に規定する申込みを受け付けたものとして扱

います。 

８ 当社は、第１項から第３項、第６項又は第７項に規定するテープ分散に係る調査の申込みがあったと

きは、その調査結果の回答により当社の電気通信設備に保安上著しい問題が生じる等、当社の業務遂行

上支障を及ぼすおそれがあると認められる場合を除き、申込みの到達した日から３週間以内にその調査

結果を回答します。 

９ 前項の規定にかかわらず、大量の申込みを一時に受け付けた場合又は他の接続申込者より大量の申込

みを既に受け付けている場合等の特別の事情があるときは、申込みの到達した日から３週間を超えて回

答する場合があります。 

10 当社は、第３項に規定する接続の申込みに基づく工事を完了した時点において、テープ分散による接

続ができたか否かを接続申込者に対して通知するものとします。 

 

（支障移転等を行う場合の取扱い） 

第 34 条の 11 前３条に規定する調査結果は調査を実施した時点での情報であって、調査実施後の支障移

転等により一般光信号中継回線又は光信号端末回線の敷設状況が変動する場合があることから、接続申

込者は、第１号又は第３号に規定する調査の申込みを行った場合には一般光信号中継回線の異経路構成

等又は光信号端末回線のテープ分散が維持できないときがあり、第２号、第４号又は第５号に規定する

手続きを行った場合であっても異経路構成等による一般光信号中継回線又はテープ分散による光信号端

末回線を提供できないときがあることをあらかじめ了承するものとします。 

(1) 第 34 条の８（一般光信号中継回線の異経路構成等に係る確認調査）に規定する調査 

(2) 第 34 条の９（異経路構成等による一般光信号中継回線の提供に係る調査及び接続の申込み）第３項

の規定に基づく一般光信号中継回線の提供に係る手続き 

(3) 第 34 条の 10（光信号端末回線のテープ分散に係る確認調査及び接続の申込み）第１項に規定する調

査 

(4) 第 34 条の 10 第３項の規定に基づく光信号端末回線の提供に係る手続き 

(5) 第 34 条の 10 第７項の規定に基づく光信号端末回線の提供に係る手続き 

２ 当社は、前３条の規定に基づき調査を行った一般光信号中継回線又は光信号端末回線のうち現に接続

しているものについて支障移転等を行う場合には、その調査を請求した接続申込者に対してあらかじめ

支障移転等に係る情報を通知するものとします。 

 

（既に設置された当社の光屋内配線に係る精算） 

第 34 条の 12 （略） 

 

  

 

 

 

 

 



 

（準用） 

第 39 条 前条第３項の規定は、第 10 条の２（事前照会）第３項、第 10 条の３（相互接続点の調査及び

設置申込み）第５項、第 10 条の 13（電柱添架の申込み）第２項、第 13 条（事前調査の回答）第１項、

第３項若しくは第４項、第 34 条の２（一般光信号中継回線の線路設備調査及び接続申込み）第２項若

しくは第３項、第 34 条の４（光信号端末回線又は光信号局内伝送路の接続申込み）第２項、第３項若

しくは第７項、第 34 条の７（特別光信号中継回線の線路設備調査及び接続申込み）第２項若しくは第

３項、第 36 条の３（個別管理対象設備の除却又は転用）第３項、第 95 条の４（接続に必要な装置等の

設置に係る標準的期間）第１項、第 99 条の３（ＤＳＬ回線等に係る情報の提供）又は第 99 条の６（光

回線設備に係る情報の提供）の場合に準用します。 

 

 

（手続費の支払義務） 

第 68 条 （略） 

(1)～ (31) （略） 

 

 

 

 

 

２～５ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（準用） 

第 39 条 前条第３項の規定は、第 10 条の２（事前照会）第３項、第 10 条の３（相互接続点の調査及び

設置申込み）第５項、第 10 条の 13（電柱添架の申込み）第２項、第 13 条（事前調査の回答）第１項、

第３項若しくは第４項、第 34 条の２（一般光信号中継回線の線路設備調査及び接続申込み）第２項若

しくは第３項、第 34 条の４（光信号端末回線又は光信号局内伝送路の接続申込み）第２項、第３項若

しくは第７項、第 34 条の７（特別光信号中継回線の線路設備調査及び接続申込み）第２項若しくは第

３項、第 34 条の 10（光信号端末回線のテープ分散に係る確認調査及び接続の申込み）第８項、第 36

条の３（個別管理対象設備の除却又は転用）第３項、第 95 条の４（接続に必要な装置等の設置に係る

標準的期間）第１項、第 99 条の３（ＤＳＬ回線等に係る情報の提供）又は第 99 条の６（光回線設備に

係る情報の提供）の場合に準用します。 

 

（手続費の支払義務） 

第 68 条 （略） 

(1)～(31)  （略） 

(32) 当社が、第 34 条の 10（光信号端末回線のテープ分散に係る確認調査及び接続の申込み）に規定

するテープ分散可否に係る調査を行ったとき 

(33) その協定事業者が、第 34 条の 10 第３項又は第７項に規定する申込みを行う際に、同条第４項第

２号を選択した場合であって、当社がその協定事業者が要望する光信号端末回線との接続ができな

い旨の回答を行ったとき 

２～５ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

料金表 

２－１ 手続費 

区 分 単 位 手続費の額 備 考 

(1)～(32)(略) （略） （略） （略） 

     

 
 

 

料金表 

２－１ 手続費 

区 分 単 位 手続費の額 備 考 

(1)～(32)(略) （略） （略） （略） 

ア 第34条の10（光信号端末回線のテープ

分散に係る確認調査及び接続の申込み）

第１項に規定する事項の調査に要する

費用（協定事業者が同条第６項又は第７

項に規定する事項の申込みを行った場

合であって、同条第１項に規定する調査

のみを行った場合を含みます。） 

１区間ご

とに 

2,283 円 

 

 

- 

イ 第34条の10第２項に規定する事項の

調査に要する費用 

１区間ご

とに 

2,594 円 左欄と併せ

て第23欄に

掲げる費用

の支払いを

要します。 

ウ 第34条の10第３項に規定する事項の

調査に要する費用 

１区間ご

とに 

2,594 円 - 

エ 第34条の10第６項に規定する事項の 

調査に要する費用 

１区間ご

とに 

3,733 円 左欄と併せ

て第23欄に

掲げる費用

の支払いを

要します。 

オ 第34条の10第７項に規定する事項の

調査に要する費用 

１区間ご

とに 

3,733 円 - 

(33) テープ

分散による

光信号端末

回線の確認

及びテープ

分散可否調

査費 

カ 第34条の10第３項又は第７項に規定  

する事項の調査において、接続申込者が 

同条第４項第２号を選択した場合に、当 

社がその接続申込者が要望する光信号 

端末回線との接続ができない旨を回答 

したときに要する費用 

１区間ご

とに 

第 23 欄ア欄

に掲げる手

続費に相当

する額 

左欄と併せ

て、接続申

込者が同条

第３項に規

定する事項

の調査を申

込んだ場合

はウ欄に掲

げ る 費 用

を、同条第

７項に規定

する事項の

調査を申込

んだ場合は

オ欄に掲げ

る費用の支

払いを要し

ます。 

    

    



 

 

 
 

    

様式第様式第様式第様式第７７７７－－－－６６６６（第 34 条の 10 第１項関係） 

 

テープ分散状況調査申込書 

年  月  日 

東日本電信電話株式会社／西日本電信電話株式会社 

                   殿 

所属（法人名等） 

氏名           

印 

貴社接続約款第 34 条の 10（光信号端末回線のテープ分散に係る確認調査及び接続の申込み）第１項の

規定により、テープ分散状況の調査に係る申込みを行います。 

（始点） 当社の通信用建物等  

（終点） 利用者の建物の住所等（端末

設備の設置場所） 

 

１ 

調査区間 

回線ＩＤ 

２ 

その他（記事欄）  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

 

様式第様式第様式第様式第７７７７－－－－７７７７（第 34 条の 10 第１項関係） 

テープ分散状況調査回答書 

年  月  日 

殿 

東日本電信電話株式会社／西日本電信電話株式会社 

印 

年 月 日付け  号で申込みのありましたテープ分散状況の調査申込みについて、結果を下記のとお

り回答いたします。 

（始点） 当社の通信用建物等  

（終点） 利用者の建物の住所等（端末

設備の設置場所） 

 

１ 

調査区間 

回線ＩＤ 

２ 

テープ分散の有無  

その他（記事欄）  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 

 

 

附 則 

 この改正規定は、認可を受けた後、速やかに実施します。 

 



その他費用の算定根拠
（ＮＴＴ東日本）
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Ⅰ　手続費

（１）テープ分散による光信号端末回線の確認及びテープ分散可否調査費（1区間ごとに）

（単位：円）
（単位：時間）
（単位：円） （①×②）×（1+Ⅱ料金設定に使用した貸倒率）

（イ）　第34条の10第２項に規定する事項の調査に要する費用

（単位：円）
（単位：時間）
（単位：円） （①×②）×（1+Ⅱ料金設定に使用した貸倒率）

（ウ）　第34条の10第３項に規定する事項の調査に要する費用

（単位：円）
（単位：時間）
（単位：円） （①×②）×（1+Ⅱ料金設定に使用した貸倒率）

（エ）　第34条の10第６項に規定する事項の調査に要する費用

（単位：円）
（単位：時間）
（単位：円） （①×②）×（1+Ⅱ料金設定に使用した貸倒率）

（オ）　第34条の10第７項に規定する事項の調査に要する費用

（単位：円）
（単位：時間）
（単位：円） （①×②）×（1+Ⅱ料金設定に使用した貸倒率）③当該作業に係る工事費 3,733

備        考

①作業単金（１時間あたり） 6,207
②１の工事に要する作業時間 0.600

①作業単金（１時間あたり） 6,207
②１の工事に要する作業時間 0.600
③当該作業に係る工事費 3,733

区       　分 金　　額　　等

区       　分 金　　額　　等 備        考

②１の工事に要する作業時間 0.417
③当該作業に係る工事費 2,594

①作業単金（１時間あたり） 6,207

②１の工事に要する作業時間 0.417
③当該作業に係る工事費 2,594

区       　分 金　　額　　等 備        考

①作業単金（１時間あたり） 6,207

区       　分 金　　額　　等

③当該作業に係る工事費 2,283
②１の工事に要する作業時間 0.367

備        考

①作業単金（１時間あたり） 6,207

（ア）　第34条の10（光信号端末回線のテープ分散状況に係る調査）第１項に規定する事項の調査に要する費用

区       　分 金　　額　　等 備        考

2



Ⅱ　料金設定に使用した貸倒率

（単位：百万円）

Ｈ２０ 備考

①接続料の貸倒額 603 （参考）設備区分別の費用明細表より

②接続料 261,056
H20年度実績
（接続会計報告書　様式第１　第一種指定設備管理部門の受取網使用
料、接続装置使用料収入、網改造料収入の合計）

0.23098% ①÷②貸倒率

3



設設設設　　　　備備備備　　　　区区区区　　　　分分分分　　　　別別別別　　　　のののの　　　　費費費費　　　　用用用用　　　　明明明明　　　　細細細細　　　　表表表表

（参考） （平成２０年度接続会計をもとに算定）

（単位：百万円）

営 業 費 24,444 0 24,444 22,648 22,640 7 0 3 0 0 0 4 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,182 0 0 0 0 0 0 0 1 603 1 468,755 1 0 1 137,287 331,467 493,199

（ 再 ） 貸 倒 損 失 603 0 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 603 0 2,549 0 0 0 367 2,182 3,152

運 用 費 4,977 0 4,977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 4,828 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9,449 0 0 0 188 9,261 14,426

施 設 保 全 費 367,755 13,472 354,283 187,000 3,519 183,480 3,979 17,276 494 4,945 3,399 71,027 0 76 70,951 22,874 11,551 5,944 2,503 627 2,795 5,783 4,204 268 254 736 27 492 14,652 427 3,080 2,742 1,343 38 0 0 2,632 0 7,380 87,892 41,646 359 41,288 46,246 0 455,648

共 通 費 33,672 1,505 32,167 11,986 1,218 10,768 1,122 2,291 514 52 36 9,083 0 17 9,066 2,140 1,077 915 250 63 216 505 378 23 4 57 2 60 1,772 97 328 346 195 4 0 0 266 0 887 62,192 2,838 39 2,799 13,921 45,433 95,864

管 理 費 56,210 1,255 54,955 18,014 1,561 16,453 871 2,534 313 122 84 10,098 0 21 10,076 1,887 951 1,240 357 95 266 460 345 28 23 192 5 72 1,776 120 403 503 244 4 1,942 13,228 288 0 1,114 56,385 1,557 40 1,518 15,613 39,215 112,595

試 験 研 究 費 35,281 6,967 28,315 2,726 0 2,726 84 4,964 452 2 23 10,047 0 38 10,009 2,777 1,206 1,672 291 70 262 1,162 1,001 13 3 19 0 76 1,834 215 212 510 346 8 0 0 833 0 598 18,568 3,382 15 3,367 3,442 11,744 53,849

通 信 設 備 使 用 料 8,661 133 8,528 50 0 50 3 2 0 0 0 4,288 0 6 4,282 428 228 599 100 30 117 81 60 517 325 1,183 5 32 292 0 80 183 221 4 0 0 19 0 1,616 708,493 1,668 10 1,658 245 706,579 717,154

租 税 公 課 61,729 1,094 60,635 30,410 153 30,256 594 12,488 348 134 92 8,814 0 14 8,799 1,347 697 1,626 871 256 107 345 273 16 5 47 1 78 1,053 81 228 1,367 294 3 0 0 366 0 6,111 12,851 3,065 27 3,037 6,827 2,959 74,580

減 価 償 却 費 296,505 16,217 280,289 83,466 3,208 80,258 3,034 56,521 3,220 419 957 58,565 15 81 58,469 23,590 12,646 6,778 5,018 1,229 1,686 6,364 5,317 165 78 446 12 576 18,580 3,209 1,945 5,264 1,433 24 0 0 2,149 0 20,484 115,428 54,519 492 54,027 48,358 12,551 411,933

固 定 資 産 除 却 費 26,725 209 26,516 9,258 62 9,196 272 4,525 93 149 184 7,267 42 5 7,220 590 213 1,124 289 67 264 172 131 8 5 32 1 75 1,001 51 342 508 136 43 0 0 180 0 1,256 12,897 8,860 10 8,850 3,290 748 39,622

（ 再 ） 除 却 損 10,799 104 10,695 3,026 53 2,973 123 2,047 42 101 135 3,104 42 2 3,060 337 109 295 127 23 178 102 82 4 3 16 0 29 579 35 142 144 48 30 0 0 83 0 488 10,035 7,633 6 7,627 1,848 553 20,834

合 計 915,960 40,852 875,108 365,557 32,362 333,195 9,959 100,605 5,434 5,823 4,775 179,193 58 259 178,876 55,635 28,569 19,899 9,680 2,437 5,711 14,873 11,709 1,038 748 7,540 140 1,461 42,142 4,200 6,618 11,423 4,211 128 1,942 13,228 6,743 603 39,446 1,552,911 117,537 993 116,544 275,417 1,159,957 2,468,870
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